
○
法
務
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
四
件
）

（
衆
）

は
提
出
時
の
先
議
院

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

　先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委 

員
会

議
　
　
決

本 

会 

議

議
　
　
決

6

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

衆

元
、
一
一
、
二
九

元
、
一
一
、
二
九

　
　
（
予
）

元
、
一
二
、
五

可
　
　
決

元
、
一
二
、
八

可
　
　
決

元
、
一
一
、
二
九

元
．
一
一
、
二
九

可
　
　
決

元
、
一
一
、
三
〇

可
　
　
決

７

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

"

一
一
、
二
九

一
一
、
二
九

（
予
）

　
　
一
二
、
五

可
　
　
決

　
　
一
二
、
八

可
　
　
決

一
一
、
二
九

　
　
一
一
、
二
九

可
　
　
決

　
　
一
一
、
三
〇

可
　
　
決

114 

国
会

40

民
事
保
全
法
案

（
衆
）

元
、
三
、
一
〇

元
、
一
一
、
三
〇

元
、
一
二
、
一
四

可
　
　
決

元
、
一
二
、
一
五

可
　
　
決

元
、
九
、
二
八

元
、
一
一
、
二
八

修
　
　
正

元
、
一
一
、
三
〇

修
　
　
正

百
十
四
回
国
会

百
十
五
回
国
会

　
衆
　
　
継
　
　
続

114

国
会

63

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

"

三
、
二
八

一
一
、
一
七

　
　
一
二
、
七

可
　
　
決

　
　
一
二
、
八

可
　
　
決

九
、
二
八

　
　
一
一
、
一
七

修
　
　
正

　
　
一
一
、
一
七

修
　
　
正

百
十
四
回
国
会

百
十
五
回
国
会

　
衆
　
　
継
　
　
続



裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
六
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
裁
判
官

　
に
つ
い
て
も
、
一
般
の
政
府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
報
酬
月
額

　
の
改
定
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お

　
り
で
あ
る
。

　
一
、
最
高
裁
判
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
及
び
高
等
裁
判
所
長
官

　
　
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
特
別

　
　
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す

　
　
る
。

　
二
、
判
事
、
判
事
補
及
び
簡
易
裁
判
所
判
事
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、

　
　
お
お
む
ね
そ
の
額
に
お
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
一
般
職
の
職
員
の

　
　
俸
給
の
増
額
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

　
三
、
一
般
の
政
府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
す

　
　
る
。

　
四
、
以
上
の
改
正
は
、
報
酬
月
額
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年

　
　
四
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
い
、
単
身
赴
任
手
当
の
新
設
に
つ

　
　
い
て
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

　
律
案
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

　
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
こ
の
例
に
準
じ

　
て
、
裁
判
官
及
び
検
察
官
の
給
与
を
改
定
し
、
単
身
赴
任
手
当
を
支

　
給
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、

　
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
要
件
、
裁
判
官
及
び
検
察
官
の
単
身
赴
任
の

　
実
情
、
弁
護
士
と
の
収
入
格
差
等
に
つ
き
ま
し
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま

　
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
わ
り
、
両
法
律
案
を
順
次
採
決
し
た
結
果
、
い
ず
れ
も

　
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し

　
ま
し
た
。

　
　
次
に
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
案
は
、
在
留
資
格
制
度
の
整
備
並
び
に
審
査
基
準
の
明
確
化
及
び
審

　
査
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化
を
図
る
と
と
も
に
、
外
国
人
の
不
法
就
労

　
に
対
処
す
る
た
め
の
関
係
規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

　
ま
す
。



　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
多
年
に
わ
た
り
本
邦
に
在
留
し
て
い

る
外
国
人
の
社
会
生
活
に
与
え
る
影
響
、
雇
用
主
処
罰
規
定
の
運
用
、

不
法
就
労
外
国
人
の
人
権
保
障
、
単
純
労
働
者
の
受
入
れ
問
題
等
に

つ
き
ま
し
て
質
疑
が
重
ね
ら
れ
ま
し
た
ほ
か
、
参
考
人
か
ら
意
見
を

聴
取
す
る
な
ど
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議

録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
橋
本
委
員
よ
り
、
本
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
多
数
を
も
っ
て

原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
雇
用
主
等
に
対
す
る
処
罰
規
定
の
運

用
等
を
内
容
と
す
る
附
帯
決
議
を
全
会
一
致
を
も
っ
て
付
す
る
こ
と

に
決
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
七
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
検
察
官

に
つ
い
て
も
、
一
般
の
政
府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
俸
給
月
額

の
改
定
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

一
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
の
俸
給
に
つ
い
て
は
、
お

　
お
む
ね
国
務
大
臣
そ
の
他
の
特
別
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準

　
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

二
、
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
そ
の
額
に

　
お
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
一
般
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準
じ

　
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

三
、
一
般
の
政
府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
す

　
る
。

四
、
以
上
の
改
正
は
、
俸
給
月
額
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年

　
四
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
い
、
単
身
赴
任
手
当
の
新
設
に
つ

　
い
て
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
前
ペ
ー
ジ
参
照



民
事
保
全
法
案
（
第
百
十
四
回
国
会
閣
法
第
四
〇
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
民
事
保
全
（
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
）
制
度
に
関

　
す
る
現
行
規
定
（
民
事
訴
訟
法
第
六
編
及
び
民
事
執
行
法
第
三
章
）

　
を
統
合
し
た
基
本
的
手
続
法
を
定
め
、
当
事
者
の
手
続
上
の
地
位
を

　
実
質
的
に
保
障
し
つ
つ
、
同
制
度
の
改
善
、
合
理
化
を
図
ろ
う
と
す

　
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
民
事
保
全
の
手
続
に
関
す
る
審
理
の
迅
速
化
を
図
る
た
め
、
保

　
　
全
命
令
の
申
立
て
及
び
保
全
命
令
に
対
す
る
不
服
申
立
て
に
つ
い

　
　
て
の
審
理
は
、
す
べ
て
決
定
手
続
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
に

　
　
伴
い
、
審
理
の
適
正
充
実
化
の
た
め
、
参
考
人
等
を
審
尋
で
き
る

　
　
制
度
な
ど
を
導
入
す
る
。

　
二
、
利
用
頻
度
の
高
い
仮
処
分
（
処
分
禁
止
、
占
有
移
転
禁
止
）
に

　
　
つ
き
、
適
切
な
効
力
を
確
保
す
る
た
め
、
登
記
方
法
の
合
理
化
、

　
　
執
行
力
の
拡
張
（
債
務
者
以
外
の
占
有
者
に
対
す
る
明
渡
し
等
の

　
　
強
制
執
行
を
容
易
、
可
能
に
す
る
）
、
第
三
者
の
権
利
保
護
等
に

　
　
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
執
行
方
法
及
び
効

　
　
力
を
明
確
化
す
る
。

　
三
、
保
全
命
令
の
発
令
手
続
及
び
執
行
手
続
に
つ
き
、
事
件
記
録
閲

　
覧
の
可
否
等
を
は
じ
め
、
従
来
か
ら
争
い
の
あ
る
点
に
つ
い
て
の

　
解
釈
を
統
一
し
、
仮
処
分
解
放
金
、
不
服
申
立
て
に
伴
う
執
行
停

　
止
な
ど
の
新
た
な
制
度
を
設
け
る
等
、
関
係
規
定
を
整
備
す
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範

　
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
①
仮
の
地

位
を
定
め
る
仮
処
分
命
令
を
発
す
る
と
き
に
は
、
原
則
と
し
て
口
頭

弁
論
又
は
債
務
者
が
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
審
尋
の
期
日
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
②
保
全
執
行
の
停
止
若
し
く
は
既
に
し
た
執
行

処
分
の
取
消
し
又
は
保
全
命
令
取
消
決
定
の
効
力
停
止
を
命
ず
る
場

合
の
疎
明
事
項
を
厳
格
化
す
る
、
③
仮
処
分
命
令
を
取
り
消
す
際
の

原
状
回
復
命
令
を
任
意
化
し
、
か
つ
、
原
状
回
復
の
範
囲
を
改
め
る

旨
の
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
民
事
保
全
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、

　
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上

　
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
、
す
な
わ
ち
民
事
保
全
の

　
制
度
に
関
し
、
現
行
規
定
を
整
備
統
合
し
、
当
事
者
の
手
続
上
の
地



位
を
実
質
的
に
保
障
し
つ
つ
、
同
制
度
の
改
善
を
図
ろ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
主
な
内
容
は
、
民
事
保
全
手
続
の
審
理
の
適
正
迅
速
化
を
図

り
、
利
用
頻
度
の
高
い
仮
処
分
で
あ
る
処
分
禁
止
の
仮
処
分
及
び
占

有
移
転
禁
止
の
仮
処
分
に
関
す
る
規
定
を
整
備
し
、
関
係
諸
規
定
の

整
備
を
図
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
決
定
手
続
一
本
化
と
適
正
手
続
の
保

障
、
第
三
者
審
尋
の
あ
り
方
、
労
働
仮
処
分
事
件
の
動
向
等
に
つ
い

て
質
疑
を
行
い
、
ま
た
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
し
ま
し
た
が
、
そ

の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
橋
本
委
員
よ
り
、
本
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
本
法
の
運
用
に
当
た
り
配
慮
す
べ
き

事
項
に
関
す
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
本

委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
十

四
回
国
会
閣
法
第
六
三
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
外
国
人
の
出
入
国
に
関
す
る
状
況

　
に
か
ん
が
み
、
在
留
資
格
制
度
の
整
備
並
び
に
審
査
基
準
の
明
確
化

　
及
び
審
査
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化
を
図
る
と
と
も
に
、
外
国
人
の
不

　
法
就
労
に
対
処
す
る
た
め
の
関
係
規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の

　
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
在
留
資
格
制
度
を
整
備
し
、
我
が
国
に
入
国
・
在
留
で
き
る
外

　
国
人
の
範
ち
ゅ
う
を
明
確
に
す
る
。

二
、
在
留
資
格
に
関
す
る
審
査
基
準
を
省
令
で
定
め
て
公
布
す
る
こ

　
と
と
し
、
出
入
国
管
理
行
政
の
一
層
の
透
明
性
及
び
公
平
性
を
確

　
保
す
る
。

三
、
在
留
資
格
を
認
定
し
た
証
明
書
を
事
前
に
交
付
で
き
る
よ
う
に

　
し
、
外
国
人
の
入
国
・
上
陸
手
続
を
簡
易
・
迅
速
に
行
い
得
る
よ

　
う
に
す
る
。

四
、
外
国
人
を
雇
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
合
法
的
に
就
労
で
き

　
る
外
国
人
か
ど
う
か
を
容
易
に
識
別
で
き
る
よ
う
在
留
資
格
の
表

　
示
を
改
め
る
と
と
も
に
、
合
法
的
に
就
労
で
き
る
外
国
人
に
対
し
、



　
申
請
に
よ
り
就
労
可
能
で
あ
る
旨
の
証
明
書
を
交
付
し
、
善
意
の

　
雇
用
主
が
誤
っ
て
就
労
で
き
な
い
外
国
人
を
雇
用
す
る
こ
と
が
な

　
い
よ
う
に
す
る
。

五
、
外
国
人
の
資
格
外
活
動
を
在
留
資
格
に
対
応
す
る
在
留
活
動
に

　
属
し
な
い
収
入
を
伴
う
事
業
を
運
営
す
る
活
動
又
は
報
酬
を
受
け

　
る
活
動
等
に
限
定
し
て
そ
の
範
囲
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
不

　
法
就
労
外
国
人
の
雇
用
主
や
ブ
ロ
ー
カ
ー
等
に
対
す
る
処
罰
規
定

　
を
新
設
し
、
不
法
就
労
活
動
を
防
止
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範

　
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
就
労
可
能
な

こ
と
が
明
ら
か
な
者
に
つ
い
て
就
労
資
格
証
明
書
の
不
提
示
又
は
不

提
出
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
扱
い
禁
止
規
定
を
追
加
す
る
修
正
が

行
わ
れ
て
い
る
。
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